
                                                                

 

  

2022年５月 13日 

  各  位 

 

会 社 名 小 池 酸 素 工 業 株 式 会 社 

代表者名      代表取締役社長    小 池 英 夫 

                           （コード番号６１３７東証スタンダード市場） 

問合せ先 代表取締役副社長執行役員管理部長 冨岡 恭三 

（TEL 03-3624-3111） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

  当社は、本日開催の取締役会において、下記の定款の一部変更について、2022 年６月 28 日開催予定

の第 99期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

（１）当社の事業の展開、内容の多様化に対応するため、第２条（目的）に目的事項を追加し、号数の

整備を行うものであります。 

（２）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規 

定が 2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること 

となりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 

①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務 

付けられることから、変更案第 20条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。 

②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち書面交付を請求し

た株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるよ

うにするため、変更案第 20条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。 

③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 20 条（株主総会参考書類等のインタ

ーネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 

④上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期

日経過後に削除するものといたします。 

（３）機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第 459条第１項の規定に基づき、剰余金の

配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第４１条（剰余金の

配当等の決定機関）を新設するものであります。また、条文の新設に伴い、条数の変更を行うもの

であります。 

 



２．変更の内容 

  変更の内容は添付のとおりであります。 （下線が変更部分であります） 

現行定款 変更案 

第１章  総   則 

 

第 １ 条（条文省略） 

第 ２ 条（目 的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 
(１)各種溶接・切断用機械、器具、装置の製
造および販売 
(２)～(４)（条文省略） 

（新設） 
 
(５)（条文省略） 
(６)産業廃棄物・一般廃棄物処理装置の製造
および販売ならびに産業廃棄物・一般廃棄物
処理業 
(７)～(９)（条文省略） 
(10)医療用ガス・医療用機器およびこれに関
連する供給装置の製造および販売ならびにこ
れに付帯する配管工事および医療用機器の賃
貸借   
(11)～(20)（条文省略） 

（新設） 
(21)（条文省略） 

 

第３章  株 主 総 会 

 

第１３条～第１９条（条文省略） 

第２０条（株主総会参考書類等のインターネ

ット開示とみなし提供） 

 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連結

計算書類に記載または表示をすべき事項に係

る情報を、法務省令に定めるところに従いイ

ンターネットを利用する方法で開示すること

により、株主に対して提供したものとみなす

ことができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  総   則 

 

第 １ 条（現行どおり） 

第 ２ 条（目 的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

(１)各種溶接・切断用機械、器具、装置の設
計、製造、据付、修理、改造および販売 
(２)～(４)（現行どおり） 
(５)金属処理装置の設計、製作、据付、修理
および改造 
(６)（現行どおり） 
(７)産業廃棄物・一般廃棄物処理装置の設計、
製造、据付、修理、改造および販売ならびに
産業廃棄物・一般廃棄物処理業 
(８)～(10)（現行どおり） 
(11)医療用ガス・医療用機器およびこれに関
連する供給装置の設計、製造、据付、修理、
改造および販売ならびにこれに付帯する配管
工事および医療用機器の賃貸借   
(13)～(21)（現行どおり） 
(22)古物営業法に基づく古物商 
(23)（現行どおり） 

 

第３章  株 主 総 会 

 

第１３条～第１９条（現行どおり） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０条（電子提供措置等） 

 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類等の内容である情報について電子

提供措置をとる。 

２．当会社は、電子提供措置をとる事項のう

ち法務省令で定めるものの全部または一部に

ついて、議決権の基準日までに書面交付請求

をした株主に対して交付する書面に記載する

ことを要しないものとする。 

 

 

 

 

 

 



第７章  計   算 

 

第４０条（条文省略） 

（新設） 

 

 

 

 

第４１条（剰余金の配当の基準日） 

（条文省略） 

第４２条（配当金の除斥期間） 

（条文省略） 

 

附  則 

第 1条（条文省略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章  計   算 

 

第４０条（現行どおり） 

第４１条（剰余金の配当等の決定機関） 

 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条

第１項各号に定める事項については、法令に

別段の定めがある場合を除き、取締役会の決

議により定めることができる。 

第４２条（剰余金の配当の基準日） 

（現行どおり） 

第４３条（配当金の除斥期間） 

（現行どおり） 

 

附  則 

第 1条（現行どおり） 

第２条（株主総会資料の電子提供に関する経

過措置） 

 定款第２０条（株主総会参考書類等のイン

ターネット開示とみなし提供）の削除および

定款第２０条（電子提供措置等）の新設は、

2022 年９月１日から効力を生ずるものとす

る。 

２．前項の規定にかかわらず、2022 年９月１

日から６か月以内の日を株主総会の日とする

株主総会については、定款第２０条（株主総

会参考書類等のインターネット開示とみなし

提供）は、なお効力を有する。 

３．本条の規定は、2022 年９月１日から６か

月を経過した日または前項の株主総会の日か

ら３か月を経過した日のいずれか遅い日後に

これを削除する。 

 

 

 

３．日 程 

定款変更のための株主総会開催日 2022年６月 28日 

定款変更の効力発生日      2022年６月 28日 

 

以 上 


